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                       ２０２１ 年 ９ 月 吉日 
介護サービス事業者 様 
   

長野県介護支援専門員協会                      

長野支部支部長 小林和也                        

 
 

研修会の開催について（お知らせ） 
 
 
 謹啓  初秋の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は長野県介護支援専門員協会長野支部へのご協力を頂きありがとうござ

います。 
このたび、長野県介護支援専門員協会長野支部では、医療と看護の連携推進

協議会と共催で地域連携に携わっている医療・介護の従事者に対し、WEB 研修

会を下記の通り開催することになりました。 
つきましては、研修案内のポスターと申込用紙をお送りいたします。申込期

間が短期間ですが、9 月 15 日までに申し込みをお願いいたします。 
ご多忙の所誠に恐縮ではございますが、よろしくお願い申し上げます。 

謹白 
 

記 
 
 
１ 日時     2021 年 10 月 15 日 （金曜日） （講演時間は 14 時～15 時です） 

※12 時 30 分より参加開始 事前に通信テストを行います 
 
２ 研修方法  ZOOM による WEB 研修 
 
３ テーマ   「 新型コロナウイルス対策の最新情報 

～医療・介護の現場における感染予防～ 」 
            講師  長野県立信州医療センター副院長  

呼吸器・感染症内科部長 山﨑善隆 先生 
 

４ 参加料    無料 
 
４ 参加者    地域連携に携わっている医療・介護の従事者 

以上 

＜連絡先＞ 
長野県介護支援専門員協会長野支部事務局 
株式会社ケアネット長野サービスセンター 
担当者 小池 輝昭 
TEL : 026－251－2708 
FAX : 026－251－2774 
Mail: Koike.teruaki＠f-carenet.com 

別紙２



   

事業所名
代表者
氏名

連絡先TEL 連絡先FAX

種別 参加総数

ふりがな

① 氏名

ふりがな

② 氏名

ふりがな

③ 氏名

ふりがな

④ 氏名

    FAX送付先  026-251-2774

申し込み締め切り日        2021 年  9 月 15 日  （水）

あらかじめ登録したアドレスへ当日の参加情報を送ります。

 株式会社ケアネット⻑野サービスセンター ⼩池輝昭

＠

＠

＠

【留意事項】
当日12時30分より通信テストを行います。
必ずご連絡のつく連絡先のご記入をお願い致します。

研修申し込み用紙

2021 年 10 ⽉ 15 ⽇ （⾦） 14：00 〜

＠

 ｢ 医療と介護の連携推進協議会 ｣ 共催研修 

研修内容 新型コロナウイルス対策の最新情報
        〜 医療と介護の現場における感染予防 〜

研修⽇

医療 ・ 介護       人

WEB申し込み 当日の連絡先 当日視聴するメールアドレス

こちらのQRコードからも
申し込みできます



 

 

1 
 

適正なケアマネジメントとサービス担当者会議について 

 
実地指導から見えてきた「コロナ禍における居宅介護支援の課題」 

 居宅介護支援事業所の管理者は、事業所内で周知・徹底を図り、適正なケアマネジメント

に御協力をお願いします。 
 
１ 要介護認定有効期間延長の特例措置が適用された被保険者のケアプランの変更について 

(1)課題 

 ・ 特例措置が適用された被保険者の長期間にわたるケアプランの未変更 

(2)対応 

 ・ 要介護認定有効期間の特例措置が適用された被保険者であっても、利用者の状態に変

化が見られる場合は、一連のケアマネジメントが必要になる。長期間にわたり、利用者

の状態に変化がないとは考えづらいため、必要に応じてケアプランを変更すること。 

 

【令和２年４月 15 日号 長野市介護保険フレッシュ情報 号外】 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定有効期間の特例処置に該当する被保険者の取扱いについて 

（居宅介護支援） 

長野市の「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（その２）」の発出に伴い、ケアプ

ランへの影響と取扱いについて、以下のとおり対応をお願いいたします。 

なお、新たに発行される被保険者証は、認定有効期間の開始日が、当初の認定有効期間が満了した翌月の１日から６

ヶ月の認定有効期間を設定し作成するため、新たな認定有効期間と認定日が付記されることになりますが、認定有効期

間の考え方は、当初の認定有効期間の開始日から６ヶ月延長後の満了日までを認定有効期間とみなします。 

 （例）①当初の認定有効期間     平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

    ②６ヶ月延長の認定有効期間  令和 ２年４月１日～令和２年９月 30 日 

    ③特例措置による認定有効期間 平成 31 年４月１日～令和２年９月 30 日 

 

【特例措置の取扱い】 

（１）居宅介護支援事業所は、特例措置が適用された利用者に限り、利用者の状態に大きな変化が見られずケアプラン

に変更がない場合は、一連のケアマネジメントは不要です。ただし、ケアプラン(第１表)の認定有効期間の満了日、

及び(第２表)の目標期間満了日を必ず修正してください。 

この場合、新たなケアプランの交付は不要であり、手書きの修正で差し支えありません。また、サービス事業所

へ交付したケアプランは、サービス事業所側へ修正依頼を行うことで差し支えありません。 

（２）特例措置が適用された利用者であっても、延長の時点でケアプランに変更が生じた場合は、通常のケアマネジメ

ントの取扱いとなります。 

（３）認定有効期間の半数を超える短期入所生活介護について、上記例③の認定有効期間の半数を超えた場合に、市へ

確認書の提出が必要となります。 

（４）軽度者の例外規定に該当する福祉用具貸与を利用している場合、又は市の承認を受けて例外規定の福祉用具貸与

を利用している場合は、承認期間は上記例③の認定有効期間が適用されます。後者の場合は、改めて承認通知を発

行します。 

（５）国保連合会へ提出する給付管理票については、上記例②の新たな認定有効期間と認定日を入力したデータを作成

し、提出してください。上記例③の特例措置の期間に書き換えて提出しないようご留意ください。 
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２ サービス担当者会議について 

(1)課題 

 ・ ケアプラン原案未送付の照会によるサービス担当者会議 
 ・ サービス担当者会議内容のケアチーム内での情報未共有 
(2)対応 

 ① ケアプラン原案未送付の照会によるサービス担当者会議は、サービス担当者会議と

は言えない。照会によりサービス担当者会議を開催する場合は、ケアプラン原案を担当

者に交付の上で、専門的な見地からの意見を求め、「第４表サービス担当者会議の要点」

に記録すること。 

   なお、やむを得ない事情で担当者会議にケアプラン原案を提示できない場合は、ケプ

ラン原案の開始月中に交付し、必ず専門的な見地からの意見を求めること。これについ

て、新たにサービス担当者会議の要点を記録し、当初の担当者会議の要点と合わせて保

管すること。 

 ② 照会によるサービス担当者会議を開催する場合にも、緊密に相互の情報交換を行う

必要があるため、ケアマネジャーは「第４表サービス担当者会議の要点」の写しを担当

者に提供し、情報共有を図ること。 

   なお、照会で開催する場合は、面談開催よりも情報交換が難しくなるため、より丁寧

に行うこと。 

 ③ 上記①、②を実施していない場合は、運営基準減算に該当するものとする。 

 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

第 13 条第９号 介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有す

るとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

ただし、利用者の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する

照会等により意見を求めることができるものとする。 

 
介護保険最新情報 vol.773 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつ

いて（第３報） 

問９ 居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。 

（答）感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メール

などを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。 

 なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサ

ービス担当者会議の開催は不要である。 
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【令和２年２月 28 日号 長野市介護保険フレッシュ情報 号外】 

 

新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援事業所（サービス担当者会議の開催）の臨時的な取扱いについて 

  

今般の新型コロナウイルスの感染防止の対応のため、居宅介護支援事業所において、サービス担当者会議の開催につ

いて召集を自粛するといった対応も想定されるため、この場合の居宅介護支援事業所においては、以下の対応をお願い

いたします。 

 

（臨時的な対応） 

１．居宅介護支援事業所の感染防止の対応に沿った実施で差し支えない。 

ただし、サービス担当者会議の開催には、利用者及びその家族の参加が基本であるため、居宅介護支援事業所

の担当ケアマネジャーは、ケアプランの原案について、事前に利用者やその家族の意見等を聴取した上で、サー

ビス担当者等の意見と調整を図ること。 

２．ケアプラン原案に位置付けたサービス担当者に対する照会等により意見を求める場合は、緊密に相互の情報交

換を行い、利用者の状況等についての情報やケアプラン原案の内容について、専門的見地からの意見を求める調

整を図ること。 

３．主治医の意見を必要とする場合には、利用者又はその家族から同意を得た上で、医療との連携票等で医療面か

らの専門的な意見を求め、関係者間で共有し、ケアプランに反映させること。 

４．照会等で実施したサービス担当者会議の場合には、サービス担当者会議の要点（第４表）にまとめ、照会等が

別にある場合は第４表に添付し保管すること。 

５．上記の経過を経て、ケアプランの内容が確定したケアプランについて、利用者又はその家族から同意を得るこ

と。 

  ※ 同意を求める場合の方法として、感染防止の観点から自宅への訪問を行わない場合は、郵送等が考えられるが、

居宅介護支援事業所内で検討し、対応すること。 

 

３ モニタリングについて 

 ○やむを得ない事情により、利用者の居宅を訪問することができない場合 

(1)課題 

・ モニタリングに必要なサービス提供事業所担当者への利用者の状況確認、ケアプラン

の進捗状況、目標達成度等の未聴取又は未確認 

 ・ ケアマネジャーがサービス提供事業所担当者へ聴取や確認を行わず、サービス提供事

業所担当者からケアマネジャーへ提供されるモニタリング記録のみを用いた、ケアマ

ネジャーの評価を伴わないモニタリング 

(2)対応 

 ① 個別に応じ、可能な限り、電話での確認等でサービス提供事業所担当者と情報共有や

利用者の状況等の把握を必ず行い、「第５表 支援経過記録」又は「モニタリング評価

表」へ詳細を記録すること。 

 ② ケアマネジャーが利用者の情報を得ない場合やケアマネジャーの評価が伴わないモ

ニタリングは、モニタリングを実施したとは言えないため、運営基準減算に該当するも

のとする。 
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 

３（８）⑭モニタリングの実施（第 14 号） 

介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、主

治の医師、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事業者等の担当者との

連携により、モニタリングが行われている場合においても、特段の事情のない限り、少なくとも１月に１回は利用者の

居宅で面接を行い、かつ、少なくとも１月に１回はモニタリングの結果を記録することが必要である。 

また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合

を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。 

さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。 

なお、基準第 29 条第２項の規定に基づき、モニタリングの結果の記録は、２年間保存しなければならない。 

 

介護保険最新情報 vol.779 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつ

いて（第４報） 

問 11 居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、令和２年２月 17 日付事務連絡「新型コロナ

ウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において示されたとおり、利用者

の事情により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月１回以上の実施ができな

い場合についても、柔軟な取扱いが可能か。 

（答）可能である。 

 
【令和２年２月 28 日号 長野市介護保険フレッシュ情報 号外】 

 

新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援（モニタリング）の臨時的な取扱いについて 

 

今般の新型コロナウイルスへの対応のため、長野市内の有料老人ホーム、介護保険施設や病院等において、入居者等

との面会を禁止する等の措置がとられる対応が一部の施設で実施されています。このため、有料老人ホーム等に居住し

ている利用者に対して、居宅介護支援事業所のケアマネジャーによるモニタリング訪問が実施できないといった状況が

想定されるため、以下の対応をお願いいたします。 

 

（臨時的な対応） 

  １．居宅介護支援事業所は、今般の新型コロナウイルス感染症の対応に限り、面会を禁止する有料老人ホーム等の

入居者に対し、個別に応じ、可能な限り、電話での確認等でサービス提供事業所担当者等と情報共有し、利用者

の状況等を把握した上で、モニタリング評価を行う対応で差し支えない。 

    なお、情報収集で把握した内容について、支援経過（又はモニタリング評価表）に詳細を記録すること。 

  ２．面会の禁止期間が長期化する場合も考えられるため、居宅介護支援事業所は、利用者の状況把握のため、でき

る限りサービス提供事業所等との情報共有を頻繁に行うように努めること。 

３．この場合の利用者への訪問ができない事情が、ケアマネジャーに起因するものではないため、「特段の事情」に

当たるとし、減算は行わない。 

 

今後の感染症の状況に応じて、対応方法が変わる場合も考えられます。その場合は、当該フレッシュ情報にてお知

らせいたします。 


